
一般社団法人ワールドスケートジャパン 競技委員会規程 

 

              第 １ 章  総   則 

 

第１条   この規程は、一般社団法人ワールドスケートジャパン（以下「本連盟」とい 

う）定款第１４章 第６２条によりこの委員会を設ける。 

第２条   この委員会は、スピード委員会、アーティスティック委員会、リンクホッケ

ー委員会、インラインホッケー委員会、ローラーフリースタイル委員会、ロ

ーラーアルペン・ダウンヒル委員会、ローラーダービー委員会、スケートボ

ード委員会、インラインフリースタイル委員会という。 

 

              第 ２ 章  構   成 

 

第３条    この委員会は、スピード、アーティスティック、リンクホッケー、インライ

ンホッケー、ローラーフリースタイル（スクーター）、ローラーアルペン・ダ

ウンヒル、ローラーダービー、スケートボード、インラインフリースタイル

の各部門の競技委員により構成される。 

第４条    この委員会は、年１回の全国委員会を開催する他、必要に応じて開催する。 

 

              第 ３ 章  審議事項 

 

第５条    この委員会で審議される事項は下記の競技上の専門事項を処理し、執行理事 

      会の承認を得るものとする。 

       ２ 競技規則等の制定に関する事 

       ３ 競技技術の研究と指導に関する事 

       ４ 競技者の育成と強化に関する事 

       ５ 競技会に於ける競技役員、審判構成、並びに審判員の資格審査に関する

事      

６ 代表選手の選考及び国際大会等への派遣に関する事 

 

              第 ４ 章  委員の資格 

 

第 6条    委員会の資格は、次のとおりとする。 

２ 本連盟の競技者として３ケ年以上の経歴 

       ３ 競技役員として２ケ年以上の経歴 

       ４ 特別役員（通訳等）として２ケ年以上の経歴 



 

              第 ５ 章  委員会   

 

第７条   この委員会に、次の委員を置く。 

      ２ 委員長  １名 

      ３ 副委員長  １名 

      ４ 委 員 理事会が選任する。 

 

第８条    委員長は、理事の中から会長が委嘱する。 

       ２ 委員は、本連盟正会員の中から推薦し、理事会に諮って会長が委嘱する。 

     ３ 委員会は、委員長が招集し議長となる。 

       ４ 委員会の議事は、委員の合意により決定する。 

 

              第 ６ 章  任   期 

 

第９条    委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

              第 ７ 章  審 判 部 

 

第１０条  この委員会に、審判部を置く。 

       ２ 審判員資格取得者により構成する。 

 

              第 ８ 章  審判員資格 

 

第１１条  審判員の資格は、次のとおりとする。 

       ２ 国際審判員  本連盟推薦で国際連盟試験合格者 

       ３ Ａ級審判員  本委員会Ｂ級資格取得後３年以上経過しＡ級試験合格者 

       ４ Ｂ級審判員  本委員会試験合格者 

       ５ Ｃ級審判員  本委員会試験合格者 

 

              第 ９ 章  任   務 

 

第１２条  審判員の任務は、次のとおりとする。 

       ２ 本連盟が主催する競技会の審判、国際審判員及びＡ級審判員を３名以上 

       ３ 本連盟が後援する競技会の審判、Ａ級審判員及びＢ級審判員を３名以上 

 



              第 １０ 章  解   任 

 

第１３条  委員は、特別の理由がない限り委員会に諮り、委員長が解任する事が出来る。     

２ 競技会での役員及び審判員の任務を１年以上放棄したとき 

       ３ 役員会費を１年以上未納のとき 

 

              第 １１ 章  本規程の変更 

 

第１４条  本規程は理事会に諮り、社員総会の議決により変更する事が出来る。 

 

付 則 

１．この規程は昭和５７年７月４日から施行する。 

１．この規程は平成８年４月１日之を改正実施する。 

１．この規程は平成１３年４月１日之を改正実施する。 

１．この規程は平成１８年４月１日之を改正実施する。 

１．この規程は平成２３年５月１４日之を改正実施する。 

１．この規程は平成２７年５月１４日之を改正実施する。 

１．この規程は平成３０年５月１２日之を改正実施する。 

１．子の規程は令和元年９月１日之を改正実施する。 


